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体育・スポーツ施設に関する調査研究

スポーツ庁発足に伴い、従来の文部科学省が所管する社会体育施設だ
けでなく、所管が多様なスポーツ施設を総合的に把握する必要が生じて
いることから、現在、政府統計として行っている体育・スポーツ施設現況
調査を発展させ、スポーツ庁において一元的に調査。

スポーツ施設に関する施策推進の基礎的な情報を整備

学校体育施設

社会体育施設

その他の公共
スポーツ施設

民間施設

現行（H27調査、H28公表）

体育・スポーツ施設現況調査
（スポーツ・青少年局）

社会教育調査
（生涯学習政策局）

※教育委員会が記入するため、
「その他の公共スポーツ施設」
や「民間施設」については調査
内容が不十分

次回（H30調査、H31公表）

体育・スポーツ施設現況調
査（スポーツ庁）

※スポーツ庁発足後に、教育委
員会以外にもスポーツ施設を所
管する知事部局、都市部局、厚
生労働部局等との連絡体制を整
備済。各地域に存在するスポー
ツ施設を網羅的に調査可能

地域スポーツ施設の種類

H29においては、H30調査の円滑な実施のため、調査が最も難しい民間施設を調査する
とともに、一部公共団体でプレ調査を行い、調査票や調査手法を構築

データ提供


